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第１８章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び 

浸水の防止のための措置 
 

 

第１節 洪水浸水想定区域の指定・公表 

国土交通大臣及び新潟県知事は、洪水予報河川、水位周知河川、特定都市河川及び洪水による災害の発生を警戒すべ

き河川について、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水

した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村の長に通知するものとする。 

 

第２節 洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

市町村防災会議は、洪水予報河川、水位周知河川及び洪水による災害の発生を警戒すべき河川について、洪水浸水想

定区域の指定があったときは、市町村地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

①洪水予報、水位到達情報の伝達方法 

②避難場所その他の避難場所及び避難路その他避難経路に関する事項 

③災害対策基本法第48条第１項の防災訓練として市町村長が行う洪水、内水又は高潮に係る避難訓練の実施に関する事

項 

④洪水浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予定されている施

設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。））でその利用者

の洪水時、内水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る

必要があると認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設）

でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であって国土交通省令で定める基準を参酌して市

町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（大規模工場等）でその洪水時の浸水の防止を図る必要がある

と認められるもの（所有者又は管理者からの申出があった施設に限る。） 

⑤その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

 

第３節 洪水ハザードマップ 

洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村長は、市町村地域防災計画において定められた上記第２節①～⑤に掲げる

事項を住民、滞在者その他の者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布、インターネットを利用した

提供その他の必要な措置を講じることとする。 
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第４節 予想される水災の危険の周知等 

市町村長は、洪水予報河川等以外の河川のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河

川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を水害リスク情報として

把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、浸水実績等を地図上に示した図面の公表、浸水実績等を付加し

た洪水ハザードマップの公表、町中の看板・電柱等への掲示等により住民等に周知することとする。図面等を公表する

場合は、住民への各戸配布やインターネット上での公表等により行うこととする。 

 

第５節 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

水防法第15 条の２の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、

単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確

保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、これを市町村長に報告すると

ともに、公表するものとする。また、地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止

のための訓練を行うものとする。さらに、自衛水防組織を置き、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令 

で定める事項を市町村長に報告するものとする。市町村は、市町村地域防災計画において、地下街等の所有者又は管理

者及び自衛水防組織の構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 

第６節 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等 

水防法第15 条の３の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は

管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保

を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、これを市町村長に報告することとする。また、当該計画

に定めるところにより訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告することとする。さらに、市町村長は、当該計

画の作成及び訓練の実施について、要配慮者利用施設の所有者又は管理者より報告を受けたときは、必要な助言又は勧

告をすることができる。 

 

第７節 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

水防法第15 条の４の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理

者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の

措置に関する計画を作成するとともに、当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止のための訓練を実施するほか、自衛水

防組織を置くよう努めるものとする。市町村は、市町村地域防災計画において、大規模工場等の所有者又は管理者及び

自衛水防組織の構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 

第８節 浸水被害軽減地区 

浸水被害軽減地区は、水防管理者が浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを指定した地区である。 

 


